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────────────────────────────────────────── 

平成21年 第１回（定例）日 出 町 議 会 会 議 録（第３日） 

平成21年３月19日（木曜日） 

────────────────────────────────────────── 

議事日程（第３号） 

平成21年３月19日 午前10時00分開議  

         開議の宣告 

    日程第１ 陳情取り下げ申し出について 

         委員長報告 

         委員長報告に対する質疑 

         討論 

         採決 

    日程第２ 常任委員会委員の選任について 

    日程第３ 議会運営委員会委員の選任について 

    追加日程第１ 発議第１号 議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて 

    追加日程第２ 発委第１号 「汚染米」の転用問題と外米（ミニマムアクセス米）輸入

に関する意見書（案）の提出について 

    追加日程第３ 発委第２号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法（仮称）」の速や

かな制定を求める意見書（案）の提出について 

         追加議案に対する趣旨説明 

         追加議案に対する質疑 

         討論 

         採決 

         閉会の宣告 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

         開議の宣告 

    日程第１ 陳情取り下げ申し出について 

         委員長報告 

         委員長報告に対する質疑 

         討論 
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         採決 

    日程第２ 常任委員会委員の選任について 

    日程第３ 議会運営委員会委員の選任について 

    追加日程第１ 発議第１号 議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて 

    追加日程第２ 発委第１号 「汚染米」の転用問題と外米（ミニマムアクセス米）輸入

に関する意見書（案）の提出について 

    追加日程第３ 発委第２号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法（仮称）」の速や

かな制定を求める意見書（案）の提出について 

         追加議案に対する趣旨説明 

         追加議案に対する質疑 

         討論 

         採決 

         閉会の宣告 

────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

１番  安部 三郎君        ２番  田原 忠一君 

３番  森  昭人君        ４番  上野 公則君 

５番  後藤  佑君        ６番  白水 昭義君 

７番  佐野 故雄君        ８番  佐藤 済江君 

９番  佐藤 隆信君        10番  荒金 啓治君 

11番  城 美津夫君        12番  佐藤 克幸君 

13番  相原 正和君        14番  笠置  弘君 

15番  笠置 久夫君        16番  佐藤 二郎君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長  松木俊一郎君       次長  井川 功一君 

────────────────────────────── 
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説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 工藤 義見君  副町長 ………………… 今宮 礼二君 

教育長 ………………… 藤田 政義君  総務課長 ……………… 田代 重勝君 

総務課長補佐 ………… 工藤都四男君  財政課長 ……………… 越智  好君 

財政課長補佐 ………… 脇  英訓君  企画振興課長 ………… 吉良 正英君 

税務課長 ……………… 塩川 三次君  住民課長 ……………… 堀田 義人君 

福祉対策課長 ………… 北野 保信君  健康増進課長 ………… 八坂  司君 

生活環境課長 ………… 畑中 博司君  商工観光課長 ………… 工藤 要一君 

農林水産課長 ………… 古屋 尋明君  都市建設課長 ………… 恵良 知広君 

上下水道課長 ………… 小石 好孝君  会計管理者 …………… 田ノ口信夫君 

農委事務局長 ………… 小石 英介君  教育委員会管理課長 … 土田 泰二君 

生涯学習課長 ………… 岩尾 昭市君  国体推進課長 ………… 小野  剛君 

監査事務局長 ………… 木付 和敏君                     

────────────────────────────── 

午前10時02分開議 

○議長（佐藤 二郎君）  皆さん、おはようございます。引き続き御苦労に存じます。 

 議員各位におかれましては、１１日間にわたり慎重な御審議をいただき、また議会運営にも格

段の御協力を賜り、本日、最終日を迎えることができました。心から御礼を申し上げます。 

────────────・────・──────────── 

開議の宣告   

○議長（佐藤 二郎君）  ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達していますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 本日の会議の議事は、お手元に配付しております議事日程により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．陳情取り下げ申し出について 

○議長（佐藤 二郎君）  日程第１、陳情取り下げ申し出についてを議題とします。 

 平成２０年第４回定例会において社会厚生常任委員会に付託され、その後、継続審査中の日出

町大字大神 後村区長辻本正雄氏より提出の、陳情第５号「大神後村地区にある（有限会社）山

下商店の資材置き場について」は、平成２１年３月１２日に陳情取り下げ申し出書が提出されま

した。理由は、後村区の総会で司法の判断に委ねる決定がなされ、準備を進めている事情による

ものであります。 

 お諮りします。この際、これを承認することに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、陳情第５号「大神後村地区にある

（有限会社）山下商店の資材置き場について」の陳情取り下げの申し出は、承認することに決定

しました。 

────────────・────・──────────── 

委員長報告   

○議長（佐藤 二郎君）  これより委員長報告を行います。今期定例会でそれぞれ所管の委員会に

付託された議案、請願、陳情及び事業等について、各委員会における審査結果の報告を求めます。

総務常任委員会委員長 笠置弘君。１４番、笠置弘君。 

○総務常任委員長（笠置  弘君）  総務常任委員会の御報告を申し上げます。 

 総務常任委員会は、会期日程に従いまして、委員全員出席のもと、３月１２日、１３日、町長、

副町長、担当課長の出席を求め、委員会を開催いたしました。当委員会に付託されました議案、

承認１件、議案５件について、審査の結果を御報告いたします。 

 承認第１号平成２０年度日出町一般会計補正予算（専決第２号）についてであります。補正を

した額は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ２,１０３万円を追加し、補正後の予算の総額

を８２億６,１０５万１千円とするものです。 

 内容は、定額給付金給付事業及び子育て応援特別手当支給事業の給付に要する事務費で、全会

一致で承認であります。 

 議案第２号平成２０年度日出町一般会計補正予算（第４号）についてであります。主な内容は、

定額給付金給付事業、子育て応援特別手当支給事業、地域活性化・生活対策臨時交付金に関する

事業費等で、既定の予算の総額に４億５,７４３万６千円を追加し、補正後の予算の総額を

８７億１,８４８万７千円とするもので、全会一致で可決であります。なお、他の常任委員長よ

り、所管の補正については可決の報告を受けております。 

 議案第１１号平成２１年度日出町一般会計予算についてであります。当初予算は７５億

６,７００万円であり、前年度当初予算と比較しますと１億７,７００万円の減で、伸び率は

２.３％の減少となっております。 

 歳入につきましては、町税を２８億４,４７６万６千円、前年度対比１億９,０７１万３千円の

減、伸び率は６.３％の減少と見込んでいます。 

 歳出につきましては、人件費などの義務的経費は４２億６７４万６千円で、前年度対比４％の

減少となっています。義務的経費の歳出全体に占める構成比は、５５.６％になっており、内訳

は人件費が９４０万５千円の減、前年度対比０.５％の減少、扶助費が２９２万５千円の増、前

年度対比０.２％の増加、公債費が１億６,８９３万２千円の減、前年度対比１５.３％の減少と
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なっております。 

 今後とも限られた財源の中で町民の暮らしを守り、多様化する町民ニーズの中から真に必要な

事業に取り組まれ、最大の行政効果を得られるよう要望し、全会一致で可決であります。なお、

他の常任委員長より可決の報告を受けております。 

 議案第２４号日出町使用料条例の一部改正についてであります。中央公民館の講座室を教育委

員会管理課執務室として使用するため、及び川崎運動公園の使用料を定めるとともに、糸ヶ浜海

浜公園の運動場及びテニスコートの使用料を改正するもので、全会一致で可決であります。 

 議案第２７号日出町個人情報保護条例の一部改正についてであります。これは個人情報の共有

化や行政の効率化を図るため、及び統計法の改正により条例を整備するもので、全会一致で可決

であります。 

 議案第３０号職員の給与に関する条例等の一部改正についてであります。日出町の財政状況等

を勘案し、職員及び特別職の給料の減額を実施するもので、全会一致で可決であります。なお、

当委員会は、次期は産業建設常任委員会になりますので、議会の閉会中に、まちづくり交付金事

業の所管事務調査並びに関東方面に行政視察を行いたいので、議会の承認を求めます。 

 以上で、総務常任委員会の審査結果の報告を終わります。 

○議長（佐藤 二郎君）  次に、産業建設常任委員会委員長 白水昭義君。６番、白水昭義君。 

○産業建設常任委員長（白水 昭義君）  産業建設常任委員会の御報告をいたします。 

 当委員会は、会期日程に従い、委員全員出席のもと、３月１２日、１３日、１６日にかけて、

町長、担当課長出席のもと、委員会を開催いたしました。当委員会に付託されました案件は、請

願の継続審査１件、今定例会において付託されました議案１３件、陳情１件について、審査結果

の御報告をいたします。 

 請願第４号「汚染米」の食用への転用事件の全容解明と外米の輸入中止を求める請願は、三笠

フーズに端を発した、いわゆる汚染米の食用への転用事件は、米と食の安全安心を脅かす重大な

事件です。 

 請願の趣旨は、１として、転用事件の全容解明と徹底回収を国の責任で行う。２として、需要

のない外米輸入は中止することとなっています。 

 委員会としての意見は、この請願は総論的には賛成で、請願事項の２番目の「外米の輸入を中

止すること」については、るる意見が出たところであります。我が国としては、ぜひともウルグ

アイ・ラウンドを成功させ、新しい国際経済秩序を構築しなければならず、ある程度の輸入もや

むを得ないことだという意見でまとまりました。したがって、２番目の項目を意見書で出すとき

は、「輸入米等の検査及び管理体制を強化し、事故米の輸入をやめること」で採択といたしまし

た。 
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 議案第４号平成２０年度日出町簡易水道特別会計補正予算（第１号）は、歳入歳出それぞれ

４０７万２千円が計上されたものです。 

 内容は、人員配置の見直しにより、職員１名が上水道と簡易水道の事業を兼務するようになり、

人件費を折半するようになったための職員給料の減額が主なもので、可決であります。 

 議案第５号平成２０年度日出町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、歳入歳出それ

ぞれ１,９１０万３千円が計上されたものです。 

 これは、平成２０年４月、公共下水事業に係る管渠の補助対象範囲を中小市町村を中心に大幅

に拡大いたしました。これによって、今まで単独事業として行ってきた汚水管の布設や設計委託

料の多くが補助対象となり、起債単独事業費が結果として大幅に減額となりました。他は事業費

の確定に伴う不用額の減額補正でありますので、これも原案どおり可決であります。 

 議案第６号平成２０年度日出町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）及び議案第７号

平成２０年度日出町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）は、事業費の確定に伴う不用

額の減額補正で、一般会計の減額等で財源調整したもので、これも原案どおり可決であります。 

 議案第１０号平成２０年度日出町水道事業会計補正予算（第１号）は、収益的収入及び支出に

ついては、収入で、本年度決算見込みをもとに給水収益など増額補正しております。支出では、

原水及び浄水費、配水及び給水費など減額、減価償却費、資産減耗費や公課費を増額するととも

に予備費で調整を行っています。また、資本的収入及び支出については、県の公共工事に伴う移

設補償としての工事負担金を増額し、支出では、財源の組み替えを行ったもので、これも原案ど

おり可決であります。 

 議案第１３号平成２１年度日出町簡易水道特別会計予算については、歳入歳出それぞれ

１,３３１万１千円が計上されたものです。歳入で、水道使用料及び手数料が９０１万２千円、

一般会計繰入金４２５万３千円で、歳出では、豊岡簡水、南端簡水の管理費が主なもので、これ

も全会一致で可決であります。 

 議案第１４号平成２１年度日出町公共下水道事業特別会計予算は、歳入では、町債が補償金免

除繰上償還に伴う借換債の減額により、昨年に比べて４６.８％減の３億５,５３０万円となって

います。下水道使用料、国県支出金、一般会計繰入金が計上されております。 

 歳出では、面整備工事費、測量試験委託料や浄化センター及び洲崎汚水中継ポンプ場の維持管

理費が主なものであります。歳入歳出それぞれ８億６６１万６千円が計上されたもので、これも

原案どおり可決であります。 

 議案第１６号平成２１年度日出土地区画整理事業特別会計予算は、清算に伴う予算となってお

り、歳出で公債費の償還のみを計上し、清算徴収金と一般会計繰入金で措置されており、歳入歳

出それぞれ３,７８８万８千円となっており、これも原案どおり可決であります。 
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 議案第１７号平成２１年度日出町漁業集落排水事業特別会計予算は、歳入で使用料や繰入金、

金利の高い事業債を低金利に借り換えるための町債を計上し、歳出では、大神漁業集落浄化セン

ター維持管理費や借入金の償還金が計上され、歳入歳出それぞれ６,１２４万円が計上されたも

ので、これも原案どおり可決であります。 

 議案第１８号平成２１年度日出町農業集落排水事業特別会計予算は、歳入で、下水道使用料や

資本費平準化債を計上し、一般会計繰入金で財源調整をしています。 

 歳出では、原山浄化センターの維持管理費や借入金の償還金を計上し、歳入歳出それぞれ

３,８２４万円になっており、これも原案どおり可決であります。 

 議案第２１号平成２１年度日出町水道事業会計予算は、業務の予定量では、給水戸数

９,６９９戸、年間総給水量３０１万５,２２７トン、１日平均給水量８,２６１トンを見込み、

収益的収入及び支出総額で、４億５１３万７千円となっております。 

 改良工事費では、藤原中部及び西部の国道１０号線拡幅に伴う布設工事、日出港湾道路配水管

布設工事、大神後村の国道２１３号線の配水管布設工事が予算計上されており、これも原案どお

り可決であります。 

 議案第２３号日出町都市公園条例の一部改正についてでは、川崎運動公園の完成に伴い、多く

の町民に利用していただくため、条例を整備するもので、これも原案どおり可決であります。 

 議案第２５号日出町道路占用料徴収条例の一部改正については、道路法施行令の一部を改正す

る政令の施行に伴い、道路占用料の額を改正するもので、これも原案どおり可決であります。 

 陳情第１号「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな制定を国に求めるこ

とについての陳情は、協同労働の協同組合は、「だれもが希望と誇りを持って働くことができる、

安心で豊さを実感できるコミュニティーをつくること」を目指し、地域の住民自身による地域振

興・就労創出を推進するために期待されています。しかし、協同出資・協同経営によってともに

働くことに対する法律は存在しないので、法制化が必要ということで採択でございます。 

 なお、議案第２号平成２０年度日出町一般会計補正予算（第４号）と議案第１１号平成２１年

度日出町一般会計予算については、所管部分につきましては可決の旨、総務常任委員長に報告し

たところであります。 

 以上で、今期定例会において産業建設常任委員会に付託された議案１３件、陳情１件、請願継

続審査１件の審査の概要でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり御

賛同くださいますようお願いいたしまして、報告といたします。 

 なお、当委員会は、次期社会厚生常任委員会に所管替えになりますので、閉会中に関東方面に

行政視察を行いたいので、議会の御承認をお願いいたします。行政視察は５月中旬を予定してお

ります。 
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 以上でございます。 

○議長（佐藤 二郎君）  １４番、笠置弘君。 

○総務常任委員長（笠置  弘君）  先ほど総務常任委員会は、関東方面に行政視察を行いたいの

で議会の承認をお願いしましたが、時期が漏れていましたので、５月下旬にお願いいたしたいと

思います。 

○議長（佐藤 二郎君）  次に、社会厚生常任委員会委員長 笠置久夫君。１５番、笠置久夫君。 

○社会厚生常任委員長（笠置 久夫君）  社会厚生常任委員会の御報告を申し上げます。 

 会期中の３月１２、１３、１６日の会期日程に従いまして、委員会を開会いたしました。当委

員会に付託された陳情案件１件、本定例会で議案１２件、議案等所管事項が３件、その他を含む

審査の御報告を申し上げます。 

 ３日間にわたりまして全委員出席のもと、町長ほか所管課長並びに教育委員会部局より教育長

ほか所管の課長の出席を求め、具体的に説明を受け、質疑の結果、議案３号、８号、９号、

１２号、１５号、１９号、２０号、２２号、２６号、２８号、２９号、３１号は、原案どおり可

決するべきと決定いたしました。 

 議案等の所管事項、審査の御報告は、承認１号は承認であります。議案２号、１１号は、所管

事項部分につきましては、原案どおり可決すべきと総務常任委員長に報告をいたしました。 

 その他としましては、社会厚生常任委員会は次期、総務常任委員会に移行しますので、閉会中、

日出町の財政状況についてを調査いたしたいので、なお、陳情６号は会期中結論に達しませんで

した。閉会中の継続審査をしたいので、それぞれ議会の御承認をお願いを申し上げまして報告と

いたします。 

○議長（佐藤 二郎君）  次に、議会報編集特別委員会委員長 森昭人君。３番、森昭人君。 

○議会報編集特別委員長（森  昭人君）  議会報編集特別委員会の報告を申し上げます。 

 ３月１７日、議会報編集特別委員会を開催をいたしまして、「議会だより第７５号の問題点」、

また今定例会の内容を報告するための「議会だより第７６号の編集」における役割分担及び編集

日程を協議いたしました。閉会中に引き続き「議会だより第７６号の編集」を行いたいので、議

会の承認をお願いいたします。 

 以上で、議会報編集特別委員会の報告を終わります。 

○議長（佐藤 二郎君）  次に、議会運営委員会委員長 相原正和君。１３番、相原正和君。 

○議会運営委員長（相原 正和君）  議会運営委員会は、議会閉会中、次期定例会の議会運営につ

いて調査をいたしたいので、議会の御承認をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（佐藤 二郎君）  以上で、各委員会における審査結果の報告を終わります。 
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────────────・────・──────────── 

委員長報告に対する質疑   

○議長（佐藤 二郎君）  これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

討論   

○議長（佐藤 二郎君）  これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

────────────・────・──────────── 

採決   

○議長（佐藤 二郎君）  これより採決を行います。 

 承認第１号平成２０年度日出町一般会計補正予算（専決第２号）について、採決します。本案

に対する委員長の報告は承認です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、承認第１号については委員長の報告のとお

り承認されました。 

 次に、議案第２号平成２０年度日出町一般会計補正予算（第４号）について、採決します。本

案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第２号については委員長の報告のとお

り可決されました。 

 議案第３号平成２０年度日出町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、採決しま

す。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成

の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第３号については委員長の報告のとお

り可決されました。 

 次に、議案第４号平成２０年度日出町簡易水道特別会計補正予算（第１号）について、採決し
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ます。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第４号については委員長の報告のとお

り可決されました。 

 次に、議案第５号平成２０年度日出町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）について、

採決をします。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第５号については委員長の報告のとお

り可決されました。 

 議案第６号平成２０年度日出町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）について、採決

します。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第６号については委員長の報告のとお

り可決されました。 

 次に、議案第７号平成２０年度日出町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）について、

採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第７号については委員長の報告のとお

り可決されました。 

 議案第８号平成２０年度日出町介護保険特別会計補正予算（第３号）について、採決します。

本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第８号については委員長の報告のとお

り可決されました。 

 次に、議案第９号平成２０年度日出町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、

採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は挙手を願います。 
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〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第９号については委員長の報告のとお

り可決されました。 

 議案第１０号平成２０年度日出町水道事業会計補正予算（第１号）について、採決します。本

案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第１０号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第１１号平成２１年度日出町一般会計予算について、採決します。本案に対する委

員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願いま

す。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第１１号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第１２号平成２１年度日出町国民健康保険特別会計予算について、採決します。本

案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第１２号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第１３号平成２１年度日出町簡易水道特別会計予算について、採決します。本案に

対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手

を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第１３号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 議案第１４号平成２１年度日出町公共下水道事業特別会計予算について、採決します。本案に

対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手

を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第１４号については委員長の報告のと
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おり可決されました。 

 議案第１５号平成２１年度日出町老人保健特別会計予算について、採決します。本案に対する

委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願い

ます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第１５号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第１６号平成２１年度日出土地区画整理事業特別会計予算について、採決します。

本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第１６号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 議案第１７号平成２１年度日出町漁業集落排水事業特別会計予算について、採決します。本案

に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第１７号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第１８号平成２１年度日出町農業集落排水事業特別会計予算について、採決をしま

す。本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成

の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第１８号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第１９号平成２１年度日出町介護保険特別会計予算について、採決します。本案に

対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手

を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第１９号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第２０号平成２１年度日出町後期高齢者医療特別会計予算について、採決します。
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本案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第２０号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 議案第２１号平成２１年度日出町水道事業会計予算について、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第２１号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 議案第２２号日出町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について、採決します。本案

に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙

手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第２２号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第２３号日出町都市公園条例の一部改正について、採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第２３号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第２４号日出町使用料条例の一部改正について、採決をします。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第２４号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第２５号日出町道路占用料徴収条例の一部改正について、採決します。本案に対す

る委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願

います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第２５号については委員長の報告のと

おり可決されました。 
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 議案第２６号日出町介護保険条例の一部改正について、採決します。本案に対する委員長の報

告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手多数です。したがって、議案第２６号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 議案第２７号日出町個人情報保護条例の一部改正について、採決します。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第２７号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第２８号事務の委託に関する協議について（宇佐市）を採決します。本案に対する

委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願い

ます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第２８号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第２９号事務の委託に関する協議について（国東市）を採決します。本案に対する

委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願い

ます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第２９号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 議案第３０号職員の給与に関する条例等の一部改正についてを採決します。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第３０号については委員長の報告のと

おり可決されました。 

 議案第３１号各種委員会委員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正についてを採決します。本

案に対する委員長の報告は可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は

挙手を願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐藤 二郎君）  挙手全員です。したがって、議案第３１号については委員長の報告のと
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おり可決されました。 

 お諮りします。大分県竹田市大字福原１４４６番地 大分県農民運動連合会 会長阿部浩三氏

より提出され、産業建設常任委員会に付託された、請願第４号「汚染米」の食用への転用事件の

全容解明と外米（ミニマムアクセス米）の輸入中止を求める請願について、採決します。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。この請願は、委員長の報告のとおり採択すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、請願第４号については委員長の報告

のとおり採択することに決定しました。 

 次に、大分市大字下郡１６０２番地１ 大分県保険医協会 会長松山家久氏より提出され、社

会厚生常任委員会に付託された、陳情第６号インフルエンザ菌Ｂ型ワクチン無料化に関する陳情

書について、採決します。 

 この陳情に対する委員長の報告は継続審査です。この陳情は、委員長の報告のとおり継続審査

とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、陳情第６号については委員長の報告

のとおり継続審査とすることに決定しました。 

 次に、大分市大字本幸崎７３番地１ 東部地域福祉事業所「ゆりかご」 所長杉崎トヨ子氏ほ

か１名より提出され、産業建設常任委員会に付託された、陳情第１号「協同出資・協同経営で働

く協同組合法」（仮称）の速やかな制定を国に求めることについての陳情について、採決をしま

す。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。この陳情は、委員長の報告のとおり採択すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、陳情第１号については委員長の報告

のとおり採択することに決定しました。 

 各委員長から、閉会中の所管事務調査などの申し出がありますので、お諮りします。総務常任

委員長から申し出の次期産業建設常任委員会による閉会中の「まちづくり交付金事業について」

の調査並びに５月下旬に関東方面への行政視察を行う件は、委員長の申し出のとおり承認するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、総務常任委員長から申し出の次期産
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業建設常任委員会による閉会中に「まちづくり交付金事業について」の調査並びに５月下旬に関

東方面への行政視察を行う件は、委員長の申し出のとおり承認することに決定しました。 

 次に、産業建設常任委員長から申し出の次期社会厚生常任委員会による閉会中の５月中旬に関

東方面への行政視察を行う件は、委員長の申し出のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、産業建設常任委員長から申し出の次

期社会厚生常任委員会による閉会中の５月中旬に関東方面への行政視察を行う件は、委員長の申

し出のとおり承認することに決定しました。 

 社会厚生常任委員長から申し出の次期総務常任委員会による閉会中に「日出町の財政状況につ

いて」調査を行う件は、委員長の申し出のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、社会厚生常任委員長から申し出の次

期総務常任委員会による閉会中に「日出町の財政状況について」調査を行う件は、委員長の申し

出のとおり承認することに決定しました。 

 議会報編集特別委員長から申し出の閉会中に「議会だより７６号の編集」を行う件は、委員長

の申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、議会報編集特別委員長から申し出の

閉会中に「議会だより７６号の編集」を行う件は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査と

することに決定しました。 

 議会運営委員長から申し出の閉会中に「次期定例会の議会運営の調査について」を行う件は、

委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から申し出の閉会中

に「次期定例会の議会運営の調査について」を行う件は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続

審査とすることに決定しました。 

 お諮りします。第３４回全国町村議会議長・副議長研修会が、５月１９日、２０日にかけて東

京都の「メルパルクホール」にて開催されますので、これに私と佐野副議長が参加したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、全国町村議会議長・副議長研修会に

参加の件は、承認されました。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２．常任委員会委員の選任について 

○議長（佐藤 二郎君）  日程第２、常任委員会委員の選任についてを議題とします。 

 お諮りします。任期満了による後任の常任委員会委員の選任については、日出町議会委員会条

例第６条第１項の規定により、お手元に配付した名簿のとおりに指名します。これに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、常任委員会委員はお手元に配付した

名簿のとおりに選任されました。 

 なお、ただいま選任されました常任委員会委員の任期は、日出町議会委員会条例第３条第１項

の規定により１年で、平成２１年４月７日から平成２２年４月６日までであります。 

 これより各委員会において日出町議会委員会条例第７条第２項の規定により、委員長及び副委

員長の互選を行います。委員長及び副委員長の互選が終わるまで、しばらく休憩をいたします。 

午前10時52分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時53分再開 

○議長（佐藤 二郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 委員長及び副委員長の互選が終わりましたので、その結果を報告します。 

 総務常任委員会委員長に佐藤済江君、副委員長に後藤佑君、産業建設常任委員会委員長に荒金

啓治君、副委員長に佐藤隆信君、社会厚生常任委員会委員長に森昭人君、副委員長に安部三郎君、

以上のとおり互選されました。 

 以上で、常任委員会委員の選任を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議会運営委員会委員の選任について 

○議長（佐藤 二郎君）  次に、日程第３、議会運営委員会委員の選任についてを議題とします。 

 お諮りします。任期満了による後任の議会運営委員会委員の選任については、日出町議会委員

会条例第６条第１項の規定により、笠置久夫君、佐藤済江君、荒金啓治君、森昭人君、佐野故雄

君の５名を指名します。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました５名の方

が、議会運営委員会委員に選任されました。 

 なお、ただいま選任されました議会運営委員会委員の任期は、日出町議会委員会条例第３条第
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１項の規定により１年で、平成２１年４月７日から平成２２年４月６日までであります。 

 これより議会運営委員会において、日出町議会委員会条例第７条第２項の規定により、委員長

及び副委員長の互選を行います。委員長及び副委員長の互選が終了するまで、しばらく休憩をい

たします。 

午前10時54分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時55分再開 

○議長（佐藤 二郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 委員長及び副委員長の互選が終わりましたので、その結果を報告します。 

 議会運営委員会委員長に笠置久夫君、副委員長に佐藤済江君が互選されました。 

 以上で、議会運営委員会委員の選任を終わります。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．発議第１号 

追加日程第２．発委第１号 

追加日程第３．発委第２号 

○議長（佐藤 二郎君）  ただいま議案３件が提出されました。 

 お諮りします。議案３件を日程に追加し、追加日程第１から追加日程第３として議題としたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、議案３件を日程に追加し、追加日程

第１から追加日程第３として、議題にすることに決定しました。 

 追加日程第１、発議第１号議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてか

ら、追加日程第３、発委第２号「協同出資・協同経営で働く協同組合法（仮称）」の速やかな制

定を求める意見書（案）の提出についてを上程し、一括議題といたします。 

────────────・────・──────────── 

追加議案に対する趣旨説明   

○議長（佐藤 二郎君）  提出から趣旨説明を求めます。 

 発議第１号議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてをお願いします。

１３番、相原正和君。 

○議員（１３番 相原 正和君）  発議第１号議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正について、趣旨説明を行いたいと思います。 

 我が町は、合併しない町として町政を推進するために、行財政の見直しが急務でありましたの
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で、議員報酬月額を平成１６年度に「１００分の３」を減額など前向きに取り組み、１７年度か

らの行財政改革プランの一環として歳費を「１００分の５」減額、また議員定数を「２２人」か

ら「１６人」に定数減なども実施してまいりました。議会としても多少なりとも行財政改革プラ

ンの一翼を担ってきたと自負しております。 

 行革については、ある一定以上の効果を上げることができましたが、２１年度当初予算案の町

税収入を見ると、前年度に比べ６.３％の１億９千万円の減額となっており、依然として歳入不

足による厳しい財政状況にあることは、間違いございません。 

 当面、集中改革プランの周期である平成２２年３月３１日までの間、議員報酬月額を

「１００分の３」減額いたしたいと思います。条例の改正をお願いするものであります。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 二郎君）  次に、発委第１号「汚染米」の転用問題と外米（ミニマムアクセス米）

輸入に関する意見書（案）の提出について、及び発委第２号「協同出資・協同経営で働く協同組

合法（仮称）」の速やかな制定を求める意見書（案）の提出について、２議案を続けてお願いし

ます。産業建設常任委員会委員長 白水昭義君。６番、白水昭義君。 

○産業建設常任委員長（白水 昭義君）  発委第１号についての趣旨説明を行います。 

 汚染米の食用への転用事件は、米と食の安全安心を脅かす重大な事件です。その影響は各地の

学校給食や保育園、医療、福祉施設まで広がっています。この事件は国民の健康も命をも顧みな

い一部の反社会的な行為が直接の原因ですが、農林水産省による監視体制の不備が、今回の不正

が長期にわたって行われた原因となっています。 

 今、世界は食糧危機に直面しており、米不足と米価高騰が深刻です。このようなとき、日本の

水田の４割で生産調整が行われていることは、世界の食糧需要からも憂慮にたえません。ミニマ

ムアクセス等の輸入米の検査、管理体制の強化及び事故米の輸入の中止と生産調整の取り組みを

見直すときです。よって、私たちの食の安全安心の確保のため、一日も早く汚染米転用事件の全

容を解明し、再発防止を講じるとともに、ミニマムアクセス等の輸入米の検査、管理体制の強化

及び事故米の輸入の中止を求めるため、内閣総理大臣、財務金融経済財政大臣、農林水産大臣に

対し、意見書を提出するものであります。 

 続きまして、発委第２号の趣旨説明を行います。 

 今、地域のさまざまな課題を解決するため、行政ではなく住民自身の力に大きな期待がかかっ

ており、地域に密着した公益性の高い活動が各種団体によって行われております。その一つであ

る協同労働の協同組合は、働くものが協同で出資し、協同で経営し、コミュニティーの再生を目

指す地域的な事業や運動を起こしていますが、我が国の法制度では、この協同組合には法的根拠

がないことから、社会的な理解が不十分な状況となっております。「だれもが希望と誇りを持っ
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て働くことができ、安心と豊かさを実感できるコミュニティーをつくること」を目指す協同労働

の協同組合は、地域の住民自身による地域振興・就労創出を推進するために、その発展が期待さ

れるものであります。 

 以上のことから、その根拠となる法令を速やかに制定するよう衆議院議長、参議院議長、内閣

総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣に対し、意見書を提出するものであります。 

○議長（佐藤 二郎君）  以上で、趣旨説明を終わります。 

 お諮りします。本日は日程の都合上、委員会付託を省略して審議をいただきたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、委員会付託を省略することに決定し

ました。 

 しばらく休憩をします。会議室にお集まりください。 

午前11時04分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時13分再開 

○議長（佐藤 二郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

追加議案に対する質疑   

○議長（佐藤 二郎君）  これから追加議案に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  なければ、質疑を終わります。 

────────────・────・──────────── 

討論   

○議長（佐藤 二郎君）  これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  これで討論を終わります。 

────────────・────・──────────── 

採決   

○議長（佐藤 二郎君）  これより採決を行います。発議第１号議会の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部改正について採決します。 

 お諮りします。発議第１号については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、発議第１号については、原案のとお

り可決することに決定しました。 

 次に、発委第１号「汚染米」の転用問題と外米（ミニマムアクセス米）輸入に関する意見書

（案）の提出についてを採決します。発委第１号について、原案のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、発委第１号については、原案のとお

り可決することに決定しました。 

 次に、発委第２号「協同出資・協同経営で働く協同組合法（仮称）」の速やかな制定を求める

意見書（案）の提出についてを採決します。発委第２号については、原案のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、発委第２号については、原案のとお

り可決することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

閉会の宣告   

○議長（佐藤 二郎君）  以上をもちまして、去る３月９日に開会いたしました今定例会もすべて

の案件を終了し、ここに滞りなく閉会の運びとなりました。これもひとえに議会運営に対し、皆

様方の御協力のたまものと深く感謝を申し上げます。 

 さて、我が国をはじめ、世界が直面しております１００年に一度といわれる未曾有の経済の減

速は、我が町におきましても町民の生活を直撃しており、日々の暮らしは非常に厳しい状況にあ

ります。さらに、今後の推移が懸念されるところであり、これまで以上に早急かつ的確な予算執

行などの対応が求められておるところであります。 

 今定例会におきまして、２１年度当初予算など審議され、活発な議論が交わされたところであ

りますが、執行部各位におかれましては、こうした町政の諸課題に的確に取り組んでいただきま

すことを御期待申し上げますとともに、議員各位にも幅広い町民の意向を踏まえた積極的な御提

言をお願いするところであります。 

 また、３月下旬には定額給付金の申請書の送付が始まります。担当窓口に多くの相談者が見え

られ、予期せぬ事案が出てくることもあると思います。特に、高齢者の方などにはわかりにくい

面も多々あると思います。担当者の方にはこの間、忙殺され大変ですが、健康に留意に上、相手

の身になった親切丁寧な対応を望むものであります。 

 これをもちまして、平成２１年第１回日出町議会定例会を閉会したいと思います。これに御異
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議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 二郎君）  異議なしと認めます。したがって、平成２１年第１回日出町議会定例会

を閉会することに決定しました。 

 これで閉会いたします。大変御苦労でございました。 

午前11時17分閉会 

────────────────────────────── 
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